


















春の火災予防運動に伴う出火防止対策等のお願い 

火災発生の防止や火災による死傷者の発生などを防ぐことを目的に、３月１日（金）

から３月７日（木）までの期間において『令和６年春の全国火災予防運動』が全国各地

で実施されます。

空気が乾燥している時季には火災が多発しやすくなります（昨年は同時期までに神奈

川区内で 15 件もの火災が発生しています！）。各地域におかれましてはより一層の出火

防止対策等をお願いいたします。

１ 実施していただきたい主な取組 

(1) 住宅内の防火点検

同封の「住宅防火アドバイス」を参考にご自宅の防火対策の確認をしてくださ

い。班回覧等を実施していただける場合は、必要部数ご用意いたしますので担当

までご連絡ください。 

(2) 住宅用火災警報器の点検

電池切れなどによって正しく動作しないことも考えられることから、定期的な

点検を行うことが大切です。消防職員が立ち会っての防災訓練などと一緒に地域

内で一斉に点検を実施することをお勧めします（実施方法は裏面を参照ください）。 

(3) 防災訪問

高齢者世帯を対象に、消防職員がご自宅を訪問して火災予防に関するアドバイ

スや住宅用火災警報器の取り付けのお手伝い等を行いますので、地域の皆様へ防

災訪問のご活用をご案内ください。

２ 消防署所の支援 

神奈川消防署では地域で実施する防災訓練等の支援や住宅防火等に関するご相談

などを承っています。地域の出火防止対策等をより盤石なものとしていただきたい

と考えておりますので、是非お気軽にお近くの消防署所へご連絡ください。 

＜神奈川区内の消防署・消防出張所連絡先＞

・神奈川消防署   316-0119（代）  神奈川区広台太田町３-８ 
・浦島消防出張所  461-0119（代）  神奈川区浦島町 363 
・菅田消防出張所  474-0119（代）  神奈川区菅田町 2364-１ 
・片倉消防出張所  413-0119（代）  神奈川区片倉１-３-１ 
・松見消防出張所  402-0119（代）  神奈川区松見町１-40-40 

【担 当】 

神奈川消防署総務・予防課 予防係 

長﨑、青柳、吉原 

電話：045‐316－0119（代） 

メールアドレス：sy-kanagawa-sy@city.yokohama.jp

mailto:sy-kanagawa-sy@city.yokohama.jp


 

住宅用火災警報器の一斉点検実施方法 

 

  住宅用火災警報器により火災を早期に発見するには、正常に作動し鳴動することが

重要となりますが、設置から 10 年以上経過した住宅用火災警報器は、電池切れや電子

部品の寿命などで火災を感知しなくなる恐れがあることから、定期的に点検を行い確

認することが大切です。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施に関しては、消防署所に御相談いただければ企画段階からのお手伝い等を行

わせていただきますので、お気軽にご連絡ください。 

＜住宅用火災警報器の一斉点検イメージ＞ 

① 実施日時を決定し、回覧板、掲示板等により周知します。 

（実施日時が決定したら、消防署・消防出張所に連絡してください。） 

② 当日、各家庭において住宅用火災警報器の点検（鳴動）を実施します。 

③ 点検結果を班長等に報告するのと併せて、初期消火訓練などを実施します。 

④ 後日、防災担当や会長を中心に、集約結果を基に地域の防火体制等についての対応を検討 

します（高齢者世帯等への設置支援や交換・設置が必要な住宅用火災警報器の共同購入等）。 

⑤ 消防署所へ実施結果を連絡します（状況把握に御協力ください)。 

※回覧板にチェック表をつけて実施結果を記載したら次のお家に回すなどの簡単な方法でもＯＫ 





※壁付コンセントやテーブルタップ等

こんろ たばこ 電気機器

近年、住宅火災による死者のうち、高齢者が占める割合は高い水準が続いています。

１位 ２位 ３位

(人) (％)

出火原因ワースト３（令和４年）

①

※

住宅火災の出火原因は、「こんろ」、「たばこ」、「電気機器」が上位となっており、

配線器具を原因とする火災も増加しています。

動画でさらに詳しく学ぶ



・ 食用油は、約370℃になると自然発火します。

（油の量や火の強さにより、発火までの時間は変わります。）

・ 発火した炎が周囲にあるものに燃え移ると大きな被害に繋がります。

・ 魚等を焼いた際にたまった油に火がつき、 火災になることがあります。

住宅防火対策・・・こんろ火災

火をつけたらその場を離れないようにしましょう。

こんろ周りやグリル内はこまめに清掃しましょう。

②

カセットこんろは適切に使用しましょう。

・ カセットコンロに適合したボンベを使用し、正しく装着してください。

・ 2台以上並べて使用したり、コンロを覆うような

大きな調理器具を使用すると、ガスボンベが

過熱され爆発する恐れがあります。

動画で学ぶ



・ こんろの奥に調理道具や調味料を置かないようにしましょう。

・ 調理する時はゆったりとした服や袖が広がった服を着ないようにしましょう。

・ 鍋底から炎がはみ出さないよう適切な火力に調整しましょう。

・ 火が接しても着火しにくい防炎処理されたエプロンやアームカバーを

使いましょう。

・ 慌てずに、落ち着いて、水をかけましょう。

・ タオルなどで叩いて消しましょう。

・ 背中などで手が届かないときは、その場に倒れて

左右に転がりましょう。

調理中に衣服に火がついてしまったら・・・

□ 調理中はその場を離れないようにしている。

□ 袖口をまくるなど、衣服に火が付かないように注意している。

□ こんろ周りは整理整頓され、燃えやすい物を置いていない。

□ グリル内はこまめに手入れし、油かすなどをためていない。

□ ガスホースが劣化していない。

着衣着火(着ている服に火がつくこと)に気をつけましょう。

こんろ火災対策

③

住宅防火対策・・・こんろ火災



・ 寝たばこや灰皿に吸いかけのたばこを放置したことで、たばこが布団等

に落下し、火災になることがあります。

・ 吸い殻はゴミ箱に入れる前に、水に浸すなどして火が完全に消えている

ことを確認しましょう。

□ 灰皿に水を入れている。

□ 灰皿に吸い殻がたまっていない。

□ 灰皿の周りに燃えやすい物を置いていない。

□ 寝たばこはしない。

□ 不意に落下する灰(火種)に注意する。

吸い殻をそのままゴミ箱に捨てるのはやめましょう。

寝たばこや吸いかけのたばこを放置するのはやめましょう。

たばこ火災対策

④

住宅防火対策・・・たばこ火災

令和４年における横浜市内の全火災の出火原因は、昭和60年から連続

第１位の「放火（疑いを含む）」に代わり、「たばこ」が最多となりました。

動画で学ぶ



住宅防火対策・・・電気火災(配線器具)

コンセントやプラグは定期的に掃除しましょう。

⑤

コンセント・プラグ・コードの注意事項

□ コンセントやプラグにホコリがたまっていない。

□ コードがカーペットや家具の下敷きになっていない。

□ コードを束ねたまま使用していない。

□ たこ足配線をしていない。

□ 劣化が進んだ古い家電製品やコード、プラグを使用していない。

・ 電源プラグの抜き差しを行う際は、必ずプラグ本体を持って抜き差しする。

・ プラグはコンセントと緩みがないか、しっかり差し込まれているか点検する。

・ コードを束ねたり、ねじれたまま使用しない。

・ コンセントやコード、テーブルタップには使用できる電気量に制限があるため、

表示された許容量を確認して使用する。

電気火災(配線器具)対策

コンセントやプラグにホコリが付いた状態で長時間使用すると、
ショートにより出火する恐れがあります。

動画で学ぶ



・ 「放火」による火災は、横浜市の全火災における出火原因で、上位となって

おり、夕方から深夜にかけて多く発生するという特徴があります。

ゴミは決められた日時に出しましょう。

物置や車庫には鍵をかけましょう。

家の周りは照明等を点灯し、

明るくしましょう。

家の周りは整理整頓し、燃えやすい
ものを置かないようにしましょう。

住宅防火対策・・・放火火災

□ ごみは指定された日時・場所に出している。

□ 家の周りに常夜灯や人感センサーライトを設置している。

□ 家の周りは整理整頓し、燃えやすい物は置いていない。

□ 物置、車庫は鍵をかけている。

□ 車両のボディーカバーは「防炎製品」を使用している。

□ 共同住宅の廊下や階段に物を置かないよう管理している。

放火されない、放火させない環境を作りましょう。

⑥

放火対策



ストーブつけたまま就寝し、寝返りをうった際に、布団がストーブに接触し、
時間経過とともに出火

ストーブの上に干された洗濯物が落下し、時間経過とともに出火

⑦

住宅防火対策・・・ストーブ火災

ストーブの上に洗濯物を干すのはやめましょう。

ストーブからは適切な距離をとり、就寝前に電源を切りましょう。

動画で学ぶ

□ ストーブの周りに燃えやすい物を置いていない。

□ ストーブを使用したまま寝ていない。

□ 石油ストーブの使用中に給油をしていない。

□ ストーブの近くではスプレー缶を使用しない。

□ 電気ストーブを使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜い

ている。

ストーブ火災対策



住宅用火災警報器は感知部分にほこりが付いたり、台所の油や煙で汚れて、火災を感知

しにくくなることがあります。

古くなった警報器は、電池の消耗や部品の劣化が考えられるため、10年を目安に交換しましょう。

引きひも

テストボタン

・ 火災で亡くなる方のほとんどは、逃げ遅れが原因です。

・ 火災の早期発見と早期避難のため、住宅用火災警報器を設置しましょう。

⑧

火災を防ぐために・・・住宅用火災警報器

Siセンサーコンロ とは全てのバーナーに温度センサーなどを搭載したコンロです。

温度センサー付きのバーナー

・ 煮こぼれなどで火が消えると、ガスを遮断する「立ち消え安全装置」

・ コンロと魚焼きグリルの火を一定時間で消火する「消し忘れ消火機能」

・ 油の温度が250℃になると、自動的に消火し発火を防ぐ

「調理油過熱防止装置」

〈主な特徴/機能〉

平成20年10月より前に販売されたガスコンロは、「温度センサー」

がバーナーのどちらかだけに設置されている場合があります。

揚げ物調理は必ず、「温度センサー」が付いているバーナーを使用

しましょう。 温度センサー無温度センサー有

※出典 一般社団法人 日本ガス石油機器工業会

日頃から機器の掃除や点検をしましょう。

10年経ったら交換しましょう。

◆点検方法◆

① テストボタンを押すか引きひもを引っ張ります。
② 警報音（ブザーや音声）を確認します。
※ 警報音が鳴らない場合、電池切れや故障の可能性があります。

動画で学ぶ

火災を防ぐために・・・Ｓiセンサーコンロ



ストーブから出火し、
センサーが熱を感知

出火から約１分後、
消火薬剤放射

消火成功！

札幌市消防局消防科学研究所より写真提供

① まず、周りに「火事だー！」など大きな声で火災を知らせ、協力を求めます。

② 燃えているものを確認できる安全な位置まで消火器を運びます。

※ 消火を失敗してしまった時のために、必ず逃げ道を確保しておきましょう。

③ 消火器の黄色い安全栓を引き抜きます。

④ ホースを外し、ノズルの先をしっかり持って火元に向け、レバーを握ります。

※ レバーが硬い時は消火器を置いてレバーを上から押します。

⑤ ほうきで掃くように、燃えている物に薬剤を噴射してください。

・ 放射距離は、３～５メートル、放射時間は12～15秒くらいです。

・ 天井に火が達してしまったら、消火をあきらめて避難しましょう。

火災を防ぐために・・・住宅用自動消火装置

・ 火災の熱を感知して、自動で液体や粉末の消火薬剤を放射する簡易な消火

装置です。 「レンジフード設置型」、「壁面設置型」、「天井設置型」などがあります。

⑨

動画で学ぶ

火災を防ぐために・・・初期消火

▼ 消火器の使い方 ▼



・ 火災による死者の多くは、煙を吸って意識がなくなり、逃げ遅れてしまった人です。

・ 煙は上(天井)からたまり、初めは下(床)の方ほど薄いので、

避難する時は煙を吸わないよう、姿勢を低くして、避難します。

避難経路を確認しておき
ましょう。

共同住宅のベランダには、隣に避難できる仕切板があります。
いざという時のために、避難経路には物を置かないでください。

火災で命を落とさないために・・・安全な避難

② 避難したら、

③ 日頃からの対策

・ 逃げ遅れた人がいる場合は、近くの消防職員に必ず伝えてください。

・ 避難した後は絶対に戻らないでください。

119番通報の流れ

⑩

【１１９】をプッシュ

「火事です。」

○区○○町○丁目○番地○号

です。○○の目の前です。

〇〇で〇〇が燃えています。

横浜 太郎です。

消防司令センター

住所がわからなければ、
近くの目標物でも構いません。

例：○○小学校の目の前です。

燃えている場所、物を伝えます。

例：台所で鍋から火が出ています。

通報者

１１９番消防です。

火事ですか、救急ですか？

消防車が向かう住所はどちらになりますか？消防車が向かう住所はどちらですか？

どこで、なにが燃えていますか？

あなたの名前を教えてください。

消防車が向かいます。

慌てずに落ち着いて、正しく 情報を伝えることが重要です

① 最も危険なのは煙です

動画で学ぶ

動画で学ぶ



あなたの家の住宅防火対策をチェックしてみましょう！

横浜市消防局 予防部 予防課 令和５年10月発行 TEL045-334-6406/FAX045-334-6610

住宅防火チェックリスト☑

ストーブ火災対策

こんろ火災対策

たばこ火災対策

電気火災対策

放火対 策

□ 調理中はその場を離れないようにしている。

□ 袖口をまくるなど、衣服に火が付かないように注意している。

□ こんろ周りは整理整頓され、燃えやすい物を置いていない。

□ グリル内はこまめに手入れし、油かすなどをためていない。

□ ガスホースが劣化していない。

□ 灰皿に水を入れている。

□ 灰皿に吸い殻がたまっていない。

□ 灰皿の周りに燃えやすい物を置いていない。

□ 寝たばこはしない。

□ 不意に落下する灰(火種)に注意する。

□ コンセントやプラグにホコリがたまっていない。

□ コードがカーペットや家具の下敷きになっていない。

□ コードを束ねたまま使用していない。

□ たこ足配線をしていない。

□ 劣化が進んだ古い家電製品やコード、プラグを使用していない。

□ ごみは指定された日時・場所に出している。

□ 家の周りに常夜灯や人感センサーライトを設置している。

□ 家の周りは整理整頓し、燃えやすい物は置いていない。

□ 物置、車庫は鍵をかけている。

□ 車両のボディーカバーは「防炎製品」を使用している。

□ 共同住宅の廊下や階段に物を置かないよう管理している。

□ ストーブの周りに燃えやすい物を置いていない。

□ ストーブを使用したまま寝ていない。

□ 石油ストーブの使用中に給油をしていない。

□ ストーブの近くではスプレー缶を使用しない。

□ 電気ストーブを使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜いている。

□ 住宅用火災警報器を設置し、適切に維持管理している。

□ Siセンサーコンロを使用している。

防火に役立つ機器







   

 

神 政 第 1 2 2 6 号 

令和６年２月 16 日 

自治会・町内会長 様 

 

 横浜市神奈川区長  日比野 政芳  

 横浜市政策局長   鈴木 和宏 

横浜市議会局長   豊 基信 

 

広報紙の配布について（依頼） 

 

 

日ごろから市政・区政に対して多大な御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

横浜市では、市政に関する情報や市会定例会などの情報を各世帯にお届けする広報媒

体として、「広報よこはま」と「ヨコハマ議会だより」を発行しています。 

市民の皆様の暮らしに関わる重要な情報等を掲載するこれらの広報紙を、広く市民の

皆様にお届けするため、これまで、自治会・町内会の皆様の多大なる御協力をいただき

ながら、配布を行ってまいりました。皆様の御協力により、市内の多くの世帯へ高い配

布率で配布ができております。改めて、お礼を申し上げます。 

つきましては、令和６年度におかれましても、各世帯への配布に御協力くださいます

ようお願い申し上げます。 

 

１ 広報紙の配布について 

(1) 広報紙概要  ※謝金額は令和６年度予算議決後に確定します。 

広報紙名 発行月 謝金額（１部あたり） 

「広報よこはま」 毎月 ９円 

「県のたより」 毎月 ８円 

「ヨコハマ議会だより」 
令和６年５月、８月、12 月 
（または 11 月）、令和７年２
月 

４円 

(2) 配布先 

貴団体に加入している世帯 

※未加入の世帯にもお配りくださいますよう特段の御配慮をお願い申し上げます。 

(3) 配布時期 

毎月１日～10 日までの間に各世帯へ配布してください。 

(4) 本市から貴団体へお届けする期日と部数 

毎月末日の前日までに、配送業者を通じて貴団体の配布担当者へ、あらかじめ

お申し出いただいている部数をお届けします。 

（令和７年１月号は、令和６年 12 月 29 日までにお届けします。） 

 
裏面あり 



   

(5) 配布謝金の支払 

実際にお配りいただいた部数に基づいて、各団体宛に年度内に２回（令和６年

10 月頃と令和７年３月頃）お支払いします。 

 

２ 配布担当者や部数などの変更連絡先について 

    神奈川区区政推進課広報相談係 ℡411-7021 FAX314-8890 

※年度途中での変更については、毎月 10 日までに御連絡いただければ、翌月分の

配布に間に合います。（当該事項は新たに配布担当者になられた方へ引き継いでく

ださいますようお願いします。） 

 

３ その他 

(1) 自治会町内会活動として広報紙を配布している時に、万一事故で負傷した場合は、

横浜市が実施する市民活動保険の対象となる場合があります。広報紙配布中に事故

等に遭われたときは、区役所総務課庶務係に御相談ください。 

※報酬を配布担当の御本人が受け取る場合は、市民活動保険の対象にはなりません。 

(2) 各区社会福祉協議会などの公共的団体から、市民の皆様に広くお配りしたい会報

などについて、広報よこはまと同様に配布の依頼がある場合がございます。その場

合は、特段の御配慮をお願い申し上げます。 

(3) 配布員が確保できないなど、毎月の配布業務にお困りの場合には、民間事業者に

よるポスティングへの切替えに関する御相談も承っていますので、お住まいの区の

区役所広報相談係まで御連絡ください。 

(4) 令和６年度も、市版にて自治会町内会の活動を紹介することを予定しています。

自治会町内会の加入促進にも御活用いただければと存じますので、未加入世帯への

配布に特段の御配慮をいただきますようお願い申し上げます。また、各自治会町内

会の区域内にあります、グループホームなどの施設から広報紙の配布の依頼があり

ましたら、配布について御配慮くださいますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

担当：神奈川区区政推進課広報相談係     

℡411-7021 FAX314-8890        

政策局広報課 広報紙担当     

℡671-2332 FAX661-2351        

議会局秘書広報課 広報等担当  

℡671-3040 FAX681-7388        

民間事業者によるポスティングに切り替えた場合 
・民間事業者が自治会町内会内エリアの全世帯（未加入世帯含む）に配布します。 
・広報の仕分けや配布作業がなくなります。 
・配布部数の変更や配布担当者の変更などの連絡が不要になります。 
・広報配布謝金の支払いがなくなります。 
・ポスティングへの切り替え調整に数か月程度かかる場合や切り替えの御要望に沿えない場合もあります。 




